社団法人　千葉県社会福祉士会
平成22年度第6回理事会議事録

1、 開催日時　平成22年10月24日（日）10：00～12：10
2、 場所　千葉県労働者福祉センター403会議室
3、 出席者　会長　神山

副会長　目黒、櫻井（勉）
　　　　　　事務局長　岡本
　　　　　　会員理事　（ぱあとなあ千葉運営委員会）鈴木、吉田

（総務委員会）鈴木、櫻井（絢）、五十嵐
（研修委員会）染野、周藤

　　　　　　会員外理事　西城、石塚、池亀、石川
　　委任状提出理事　森池、丸、川島
欠席代議員　須田、小榑、平野、出羽　欠席監事　君和田、林

4、 議題

（1） 報告事項に対する質疑
（2） 議事
1． 新公益法人制度に対する対応について

（3） その他
5、 議事録

· 出席者及び資料の確認

・岡本事務局長から定款33条により定足数に達しており、本理事会は成立すると報告あり。神山会長から挨拶、定款32条に基づき、神山会長が議長を務める。
○委員会報告・・・資料参照。追加がある場合、発言をお願いする。
１．ぱあとなあ千葉運営委員会
・ぱあとなあ千葉の新運営要綱を作成したので承認を求めたい。具体的には準登録員の会費支払方法等あいまいだった部分を明確にした。（理事会資料①ｐ8参照）→承認

・千葉家裁から後見人推薦依頼がとどいているが、難しい案件のため法人後見で受けてはどうかと運営委員の中で検討している。しかし運営委員の中だけでの決定はできないため理事会での判断を仰ぎたい。
・難しい案件であるため、受任するのであれば慎重にならなくてならない。家裁や申立人へ今後の見通しや報酬額の見直しを検討いただくよう配慮してもらうことやモデルケースであるとことわり特別に今回だけお受けするというような形をとるなど。

・法人後見を受ける場合のメリット、デメリット、被後見人の状態、賠償責任保険の加入状況など必要資料を準備し、臨時理事会を設け受任の可否を決定することとする。

２．研修委員会　ケアマネジメント部会

・ケアマネジメント部会部会員が2名から13名へ増員した。
· 議事

1． 新公益法人制度に対する対応について

· 公益社団法人、非営利型一般社団法人、その他の一般社団法人と選択肢は3つある。

（それぞれの説明、メリット・デメリットは理事会資料②P9資料3参照）

· しかし公益社団法人への移行の場合、今年度中に理事会、総会で決議を図らないと移行期間中の認定に間に合わない。
· 認定の申請を行うには膨大な申請書類や会計資料を準備しなくてはならないため、会計士事務所へ依頼することとなる。その場合費用は100万円ほど。

· 佐賀県社士会がすでに公益認定をうけており、埼玉、神奈川、静岡も公益認定の方向で検討している。他県社士会が公益社団を目指す中、千葉は一般社団となると社会的信用の部分がとわれないか。→県によって認定基準はさまざまであるので、申請をすれば認定を受けられるというわけではない。

· また公益認定をうけると、事務局職員の賃金が収益事業（公表事業等）でまかなえなくなることや、公益社団から一般社団へ万が一移行する場合に外部団体へ寄付しなければならない。

· 会の実情を考えた上、公益社団へ移行するか否か再度検討することとする。

· その他　

１．社会福祉士資格手当ての重要性について（石川外部理事より）
・公益認定を受けてからその公益社団法人お維持するためには、会員を増やすことがなにより重要である。そのためには資格手当てが勤務先でもらえるようなっていかなくてはならない。千葉県社会福祉協議会会議でその重要性を訴え、社協の職員の求人では社会福祉士を優先するように体制を整えた。組織を大きくすることで会の存続が維持できる。会員を増やすことについても考えていかなくてはいけない。

事務局より連絡

· 22年度見込み額及び23年度予算の提出を10月末までに事務局まで。

議事録　事務局　峰島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
